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１ 基本的な考え方 

  災害発生時は、被災地域における流通機能が停止し、市外からの救援物資が届きにくい状態とな

ることが懸念されることから、「自らの身の安全は自ら守る」という防災の基本に鑑み、市民は日頃

から、被災直後に必要な飲料水や食料、生活必需品を備えておくことが必要です。 

  しかし、災害発生時には、多数の避難者及び負傷者の発生が予想されるため、市民自らが非常用

持出品として食料品等の備蓄をすることを基本とし、市においては短期間の避難生活に必要な物資

及び資機材を備蓄します。 

  上記の考え方に基づき、市は日頃から大規模災害時に備え、家庭内備蓄（ローリングストック）

を啓発しながら、協定先事業所及び他市と連携し、行政、市民、企業が一体となり、災害に対処す

る必要があります。 

  なお、本計画は、新たな課題等が生じた場合には、その都度検討を加え、修正するものとします。 

 

（１） 家庭内備蓄 

家庭内備蓄とは、市民が自らの家庭において３日分程度（可能な限り１週間程度）の食料や飲

料水の備蓄を行うなど、日頃から災害時に必要な物資を備えておくことをいいます。災害時には

被災地域における流通機能が停止するなど、外部からの救援物資が届きにくい状態になることが

想定されることから、各家庭における備蓄を啓発していく必要があります。 

 

（２） 行政備蓄 

行政備蓄とは、行政が平時から行う食料等の備蓄をいいます。大規模災害時には、多数の避難

者及び負傷者が発生することが予想されます。市では、円滑な応急対策を行うための物資、資機

材を備蓄するよう努め、発災直後１日分（３食分程度）の食料の備蓄に努めます。発災２日目以

降については、県の備蓄物資や流通備蓄により対応します。 

なお、自主防災組織が市の補助金等を活用し、災害用備蓄品を購入・保管していることから、

これらの備蓄品も行政備蓄として活用します。  

 

（３） 流通備蓄 

流通備蓄とは、市内外の食料品店等の事業者から、災害時に必要な物資を調達することをいい

ます。この流通備蓄を活用していくことによって、行政備蓄の経費及び管理コストを削減すると

ともに、災害時には県や国からの流通備蓄の支援を受けます。 

また、市では、平時から関連事業者と協定を締結する等により備蓄体制の構築に努めるととも

に、円滑な物資の調達体制を確保していきます。 
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２ 備蓄計画策定に係る考え方 

（１） 備蓄物資支給対象者数 

市はこれまで、平成30 年7 月豪雨の避難者数を基準に備蓄物資支給対象者数を算出し、対象

者は指定緊急避難場所及び指定避難所への避難者としていました。 
（参考）平成30 年７月豪雨に市が開設した37 避難所への最大避難者数2,542 人 

一方、令和７年10 月に発表された「広島県地震被害想定調査報告書」の被害想定結果による

と、三次市直下地震が発生した場合の本市の避難者数（当日・１日後／避難所外避難者を含む）

は、5,460 人にのぼります。 

これらを踏まえ、本市の備蓄物資支給対象者数は、三次市直下型地震の発生時の避難者数とし

ます。 
 

 備蓄物資支給対象者数 5,500 人 ※以下「対象者数」とする  

 

（２） 備蓄品目及び目標数量 

備蓄品目は、災害発生から流通備蓄及び救援物資が到達するまでの１日分の食料及び飲料水、

並びに必要不可欠な生活用品及び資機材を選定します。 

備蓄目標数量は、各品目の算定式により算出することとします。 

 

① 食料及び飲料水 

食料（ミルクを除く）については、アレルギー特定原材料等２７品目を含まないものへ

の更新を計画的に行うこととし、アレルギー対応ミルクについては、家庭内で備蓄するこ

とを広報するとともに、必要に応じて流通備蓄で対応します。 

品 目 目標数量 算出式 

アルファ化米 16,500 食 対象者数×３食（１日分） 

ビスケット 5,500 食 対象者数×１食 

保存水 11,000 本 対象者数×２本（500ml） 

液体ミルク 310 缶 
対象者数×1.1％（０〜１歳人口比率） 

×５缶/人/日（注１）×1 日分  

粉ミルク 13.5 ㎏ 
対象者数×1.1％（０〜１歳人口比率）×110g/人/日（注

２）×2 日分  

（人口比率は、令和８年三次市調査による） 

※（注１）１缶240ml前後とし、５缶/人/日は各メーカーの１日摂取目安 

※（注２）110g/人/日は各メーカーの１日摂取目安 
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② 生活用品 

生活用品については、避難所生活を行う上で、生活開始当初から必要不可欠と考えられ

る物資を備蓄します。 

品 目 目標数量 算出式 

毛布類 5,500 枚 対象者数×１枚 

ほ乳瓶 910 本 対象者数×1.1％（０〜１歳人口比率）×５本/人/日×３
日分 

生理用品 15,100 枚 対象者数×18.2％（12〜51 歳女性人口比率）×５枚/日
×３日分 

おむつ（小児用） 750 枚 対象者数×1.7％（０〜２歳人口比率）×８枚/人/日 

おむつ（大人用） 1,300 枚 対象者数×2.9％（要介護度３以上人口比率）(注１)×８
枚/人/日 

マスク 5,500 枚 対象者数×１枚 

口腔洗浄液 16,500 回分 対象者数×１回/人/日×３日 

トイレットペーパー 990 本 対象者数×0.18 ロール/1 日（注２） 

（人口比率は、令和８年三次市調査による） 

※（注１）令和４年広島県統計要介護3以上人口比率による 

※（注２）トイレットペーパーは50m巻を1人1日9m（9/50＝0.18）使用（国算定式） 

 

③ 資機材 

各避難所において行う避難所生活及び災害時応急対策活動等、避難所運営に必要となる

防災資機材及び生活資機材を備蓄します。 

品 目 目標数量 算出式 

床マット 
（約90cm×20m） 93 巻 避難所のうち小・中学校等の体育館31 か所×3 巻 

簡易ベッド 760 台 対象者数×13.7％（80 歳以上人口比率） 

発電機 19 台 基幹避難所19 か所×1 台 

投光器 19 台 基幹避難所19 か所×1 台 

コードリール 19 台 基幹避難所19 か所×1 台 
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ＬＥＤランタン 370 台 基幹・補助避難所74 か所×5 台 

簡易間仕切り 315 組 避難所のうち小・中学校等の体育館31 か所×6 組 
その他の避難所43 か所×3 組 

テレビ 74 台 基幹・補助避難所74 か所×1 台 

ラジオ 74 台 基幹・補助避難所74 か所×1 台 

（人口比率は、令和８年三次市調査による） 

 

④ 災害用トイレ 

災害時には、上下水道施設が被害を受けることも想定され、トイレの使用が困難な状況

となる可能性があります。 

そのため、各避難施設に設置されている屋外型、屋内型及び障害者用トイレの活用を前

提とした簡易及び携帯トイレの備蓄を進めるとともに、必要に応じて協定に基づく仮設ト

イレの設置により対応します。 

品目 目標数量 算出式 

簡易トイレ 
（ポータブルトイレ） 296 台 基幹・補助避難所74 か所×4 台 

携帯トイレ 
（排便収納袋） 27,500 枚 対象者数×５枚/人/日 

トイレテント 112 張 基幹避難所19 か所×２張 
補助避難所74 か所×１張 
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（３） 整備計画 

本計画において定めた備蓄物資支給対象者数の変更（2,600 人から5,500 人）に伴い、備

蓄目標数に達していない物資について、令和８年度から令和17 年度までの10 年間で整備す

ることをめざします。 

また、物資の賞味（消費）期限や使用期限等を勘案し、柔軟かつ計画的に整備を進めるとと

もに、経費の平準化も図りながら、可能な限り財政負担の少ない効率的な備蓄に努めます。 
 （参考）別紙１「備蓄物資の状況」   

 

① 食料 

アルファ化米、ビスケット及び保存水は５年間以上、液体ミルクは18 カ月以上、粉ミル

クは1 年間以上の賞味期限を有するものを計画的に購入します。 

賞味期限が１年を切った食料については、自主防災組織等の訓練や出前講座の啓発品と

して、あるいは、保育所や学校等での防災教育に活用します。 

また、市で開催するイベントなどでも活用することにより、市民一人ひとりの防災意識

の高揚を図ります。 

 

② 生活用品 

生理用品は、3 年間以上の使用期限を有するものを計画的に購入し、使用期限が近づい

たものは、関係部局を通じて、無償配布により有効活用を図ります。 

購入から10 年以上経過した毛布については、リパック（洗浄及び再包装処理）等を検討

します。 

トイレットペーパーは、不足が生じた場合に、汎用性が高いものを購入します。 

購入から長期間経過したものについては、定期的にサンプル調査を行い、使用可能かど

うかを確認し、劣化等があれば入れ替えを行います。 

 

③ 資機材 

充足していない資機材については、計画的に購入し避難所への配備を進め、故障等が生

じた場合には、その都度、修繕や補充を行います。 

また、発災時に安全に資機材を活用できるよう、自主防災組織等での防災訓練などを通

じて、使用する機会を設けることに努めます。 
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（４） 配備計画 

行政備蓄の配備場所については、地域人口割により、指定緊急避難所及び指定避難所へ分散備

蓄を行うことを基本とし、保管スペースが確保できない施設については、備蓄倉庫又は市本庁舎

で集中備蓄を行います。 

 

３ 家庭内備蓄について 

家庭内備蓄の意義や必要性について、出前講座や広報誌等を通じて、市民に対して引き続き、継

続的な啓発を行っていきます。 

家庭内備蓄の広報に際しては、３日分以上の食料や一人１日３リットル以上の飲料水の備蓄を呼

びかけていくとともに、災害発生時にすぐに取り出せる場所に保管することや、日常生活で片付け

を通じて備蓄を意識することなど、併せて呼びかけていきます。 

また、消費しながら備蓄をしていくような家庭内循環型備蓄（ローリングストック）等、日頃か

ら防災を意識できる、身近な防災を積極的に推奨していきます。 

 

【家庭内で用意することが望ましいもの】 

① 食料等（３日分以上） 

主食 
アルファ化米、レトルト食品（白米、白粥、五目御飯など）、米、冷凍
めん（うどん、そば）、インスタント麺、スパゲッティ、ビスケット、
クラッカー など 

主菜、副菜 
缶詰（魚介類、肉類、野菜類、シチュー類）、レトルト食品（カレー、
パスタソース）、乾燥食品（切り干し大根、干し椎茸、高野豆腐、ひじ
き、わかめ、昆布）など 

汁物 スープ類（味噌汁、わかめスープ、コーンポタージュ）など 

調味料 砂糖、塩、味噌、醤油、コンソメ など 

嗜好品 あめ、チョコレート、スナック菓子、果物缶詰、ふりかけ など 

飲料水 ミネラルウォーター、お茶、スポーツドリンク、野菜ジュース、スキム
ミルク など  

 

◆ 備蓄のポイント 

(ア)  日頃から使用でき、長期間保存可能な食品等を買い置きし、賞味期限をチェックしな

がら日常生活で利用することで、常に備蓄があるようにしておく。（家庭内循環備蓄「ロ

ーリングストック」） 

(イ)  そのまま食べられるか、お湯（または水）を足す程度の簡単な調理で済む食品を備蓄

する。 

(ウ)  持ち運びが便利なものを、持ち出しやすい場所に置いておく。 

(エ)  必要最低限のエネルギーが得られるものを用意する。 
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(オ)  各家庭の事情（乳幼児、高齢者、アレルギー、障がい、病気等）に合わせた食品を用

意する。 

② 水（１人あたり １日３リットル以上） 

③ 生活必需品（資機材含む）等 

毛布、携帯トイレ、医薬品、ラジオ、懐中電灯、乾電池、ヘルメット、軍手など 

 

４ 企業内備蓄について 

大規模災害が発生した場合、消防・自衛隊等の行政機関は、道路の渋滞や多数の出動要請等によ

り即座に企業からの救援要請に対応できるとも限りません。 

阪神淡路大震災の際にも近所の人等に救助された人が全体の７割で、消防・自衛隊等に救助され

た人は３割に過ぎないという事例もあります。 

このため、企業等は、安全が確認できるまでの間、会社施設内に社員を待機させることが可能と

なるようにする必要があります。 

また、所有する施設の耐震性を強化するとともに、収納棚等の転倒防止などにも取り組み、社員

等の安全確保にも努める必要があります。 

 

【企業等で用意することが望ましいもの】 

① 食料・飲料水 3 日分以上（従業員1 人当たり目安は、６ページ①②参照） 

② 生活必需品（資機材含む） 

毛布、簡易トイレ、医薬品、ラジオ、懐中電灯、乾電池、ヘルメット、軍手など 

 

５ 流通備蓄について 

本市では、食料や水、生活用品、日用品雑貨、資機材等に関して市内外にある事業所等と協定を

締結し、災害に必要な物資を調達することとしています。 

今後も協定の締結を推進し、流通備蓄がいざというときに有効に機能する体制の更なる充実を図

っていきます。 

流通備蓄に関する協定一覧（令和８年４月現在） 

協定名 内容 協定先 
災害時における応急生活物資等供給の協力に関す

る協定（平成24 年6 月25 日締結） 

食料、日用品等の供給 生活協同組合ひろしま 

災害時における物資調達に関する協定 

（平成26 年6 月19 日締結） 

ＬＰガス、ガス機器等 

の供給 

広島県ＬＰガス協会備北地区協議会 

災害時における畳の提供等に関する協定 

（平成28 年7 月19 日締結） 

５日で畳5、000 枚の供給 ５日で 5、000 枚の約束。プロジェ

クト実行委員会 
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三次市と新広島ヤクルト販売株式会社との協力に

関する協定（平成31 年3 月29 日締結） 

飲料水等の供給 新広島ヤクルト販売株式会社 

災害時における物資供給に関する協定 

（令和元年6 月24 日締結） 

生活必需品等の供給 株式会社ジュンテンドー 

災害時における物資の調達に関する協定書 

（令和2 年6 月5 日締結） 

段ボール製品（間仕切り、ベ

ッド、シート等の供給 

瀬戸内カートン株式会社 

災害時における物資供給に関する協定書 
（令和2 年7 月20 日締結） 

作業関係、日用品、水、電気
用品等の供給 

ＮＰＯ法人コメリ災害対策センター 

災害時における物資供給に関する協定書 

（令和2 年９月１８日締結） 

作業関係、日用品、食料、水、

電気用品等の供給 

株式会社ナフコ 

災害時における物資の保管等に関する協定書（令

和3 年1 月6 日締結） 
物資の保管、物資の荷役、物
流専門家の派遣等 

東京重機運輸株式会社 

災害時における物資供給に関する協定書 

（令和3 年4 月13 日締結） 

仮設事務所、仮設トイレ等の

供給 

三協フロンテア株式会社 

災害時における物資供給に関する協定書 

（令和3 年9 月7 日締結） 

土のうの供給 株式会社ガイアート 

災害時における支援物資の受入及び配送等に関す

る協定書（令和４年5 月24 日締結） 

物資の受入、配送、助言等行

う要員の派遣 

佐川急便株式会社 

災害時における地図製品等の供給等に関する協定

書（令和５年８月3 日締結） 

地図製品等の供給 株式会社ゼンリン 

災害時における物資等の輸送に関する協定書（令

和５年12 月14 日締結） 

物資等の輸送 福山通運株式会社 

災害時等における支援協定に関する協定書 

（令和6 年8 月29 日締結） 

トイレ製品等の供給 スターライト工業株式会社 

災害時における生活用品等に係る物資供給に関す

る協定書（令和6 年12 月3 日締結） 

生活用品等の供給 株式会社ツルハグループ 

ドッグ＆ファーマシー西日本 

災害時における資機材のレンタルに関する協定書

（令和6 年12 月17 日締結） 

資機材等のレンタル 株式会社ダイワテック 

災害時における生活用品等に係る物資供給に関す

る協定書（令和7 年2 月13 日締結） 

生活用品等の供給 株式会社ププレひまわり 

災害時におけるトレーラーハウス提供に関する協

定書（令和7 年2 月14 日締結） 

トレーラーハウスの提供 株式会社アースディ・システム 

災害時における物資輸送及び運営等の協力に関す

る協定書（令和7 年1 月10 日締結） 

物資等の輸送及び運営 ヤマト運輸株式会社 

災害時における物資供給に関する協定書 

（令和7 年4 月17 日締結） 

生活用品等の供給 株式会社コスモス薬品 

災害時における食料・生活必需品の確保に関する

協定書（令和7 年5 月21 日締結） 

食料・生活必需品の供給 株式会社フレスタ 
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６ 救援物資について 

国や県、近隣自治体と連携・協力しながら、救援物資の受け入れ体制の強化に努めていきます。 

救援物資に関する協定一覧（令和８年４月現在） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

協定名 内容 協定先 
災害相互応援協定（平成8 年6 月10 日締結） 食料、生活必需品等の供給 広島県内各市町 

義士親善友好都市間における災害応急対策活動の相互

応援に関する協定（平成18 年4 月1 日締結） 

食料、生活必需品等の供給 義士親善友好２３都市 

広島県三次市と島根県邑南町の災害時相互応援に関す

る協定（平成23 年6 月24 日締結） 

食料、生活必需品等の供給 島根県邑南町 

広島県三次市と島根県飯南町の災害時相互応援に関す

る協定（平成23 年9 月27 日締結） 

食料、生活必需品等の供給 島根県飯南町 

全国鵜飼サミット関連自治体による災害における相互

応援に関する協定書（平成25 年10 月15 日締結） 

食料、生活必需品等の供給 愛媛県大洲市、愛知県犬山

市、山梨県笛吹市、岐阜県岐

阜市、岐阜県関市、山口県岩

国市、茨城県日立市 

広島県三次市と徳島県三好市の災害時相互応援に関す

る協定（平成26 年4 月23 日締結） 

食料、生活必需品等の供給 徳島県三好市 

徳島県三好市、広島県三次市及び愛知県みよし市の災

害時相互応援に関する協定 

（令和6 年3 月18 日締結） 

食料、生活必需品等の供給 徳島県三好市 

愛知県みよし市 
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別紙１ 備蓄物資の状況 
 
 
１ 食料・飲料水 

品 目 消費期限 目標数量 市保有数 自主防保有数 不足数 
アルファ化米 有 16,500 食 7,557 食 6,864 食 2,079 食 
ビスケット 有 5,500 食 995 食 1,484 食 3,021 食 

保存水 有 11,000 本 3,624 本 4,118 本 3,258 本 
液体ミルク 有 310 缶 240 缶 0 缶 70 缶 
粉ミルク 有 13.500ｇ 9,720ｇ 0 ㎏ 3,780ｇ 

１年度あたりの購入金額の目安 650 千円 
・ 現在の備蓄品の賞味期限切れ数と不足数を合わせて均等した数量を１年度あたりの購入数の目安とする。 

・ 賞味期限(ミルク１年、その他５〜７年)を考慮し、ローリングストック法により継続的に購入する。 

・ 更新時は、アレルギー対応・HALAL 認証に配慮する（ミルク除く)。 

 
 
２ 生活用品 

品 目 消費期限 目標数量 市保有数 自主防保有数 不足数 
毛布 有（リパック） 5,500 枚 3,175 枚 1,602 枚 728 枚 

ほ乳瓶 無 910 本 920 本 3 本 ― 
生理用品 有 15,100 枚 6,680 枚 885 枚 7,535 枚 

おむつ(小児) 有 750 枚 2,140 枚 307 枚 ― 
おむつ(大人) 有 1,300 枚 1,020 枚 94 枚 186 枚 

マスク 有 5,500 枚 108,460 枚 5,009 枚 ― 
口腔洗浄液 無 16,500 回分 8,000 回分 110 回分 8,390 回分 

トイレットペーパー 無 1,000 本 864 本 136 本 ― 
１年度あたりの購入金額の目安 100 千円 

・ 購入から長期間経過したものは、サンプル調査の上、入れ替えを行う。 
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３ 資機材 

品 目 消費期限 目標数量 市保有数 自主防保有数 不足数 
床マット 無 93 巻 100 巻 1,291 個 ― 

簡易ベット 無 760 台 1,356 台 601 台 ― 
発電機 無 19 台 15 台 57 台 -- 
投光器 無 19 台 20 台 73 台 -- 

コードリール 無 19 台 19 台 43 台 -- 
ＬＥＤランタン 無 370 台 119 台 195 台 56 台 
簡易間仕切り 無 315 ｾｯﾄ 314 ｾｯﾄ 548 ｾｯﾄ ― 

ラジオ 無 74 台 7 台 63 台 4 台 
テレビ 無 74 台 74 台 17 台 ― 

１年度あたりの購入金額の目安 50 千円 
・ 発電機、投光器、コードリールは、自主防災組織がコミュニティセンター等避難所用に購入したものがあ

るが、学校、福祉保健センター等には備蓄品がない場合がある。 

・ 発電機は、学校等への保管を考慮し、ガスボンベ式や蓄電池等の発電機も検討して購入する。 
 
４ トイレ 

品 目 消費期限 目標数量 市保有数 自主防保有数 不足数 
簡易トイレ 

（ポータブルトイレ） 
無 296 台 181 台 111 台 4 台 

簡易トイレ 
（排便袋） 

有 27,500 枚 6,543 枚 3,350 枚 17,607 枚 

トイレテント 無 112 台 140 台 18 台 ― 
１年度あたりの購入金額の目安 200 千円 

 
【留意事項】 
・ 令和17 年度末までに目標数量の90％以上を達成することをめざす。 
・ 物価等の高騰により目標数の達成が困難な場合は、必要に応じて計画を見直す。 
・ 市が購入した備蓄品の現況を「新物質システム（B-PLo）」に確実に入力する。 
・ 自主防災組織が市の交付金、補助金により購入した備蓄品も備蓄保有数に含める。 
・ 各支所や自主防災組織が保管している備蓄品の現況を定期的に確認する。 
・ 賞味期限切れによる過度な廃棄を防止するため、食料・飲料水はローリングストックにより購入

する。１年度に購入する備蓄数は、有効活用が可能な数量とする。 
・ 生活用品の中で使用期限があるもの、また、サンプル調査で劣化等がみられるものは随時更新す

る。 
・ 資機材に故障等が生じた場合には、その都度、修繕や補充を行い、稼働状況の維持向上に努める。 


